
運動場の利用について  
平成２２年８月１日から運動場予約システムが稼働します。岡崎市の各運動場はインターネットが利用でき 

るパソコン、携帯電話（Ｗｅｂ画面）、市民用公共端末機から簡単に抽選、利用申込ができます。 
また、システム稼働時間は市民用公共端末機を除いては、２４時間利用が可能になり、より一層便利になり 

ます。 
・抽選対象月は翌月利用分です。（例：８月に９月分を抽選します。） 
・利用申込対象日は抽選日以後の翌月分まで。（例：８月に９月分を抽選し、利用申請確定後に９月分の空い 
ている運動場） 

 

●運動場予約システムの流れ●  

１利用者登録→２抽選申込→３抽選→４抽選結果の確認と利用申請→  

５空き情報の案内と利用申請→６利用当日  
 

１．利用者登録  
利用者登録は２種類あります  
 
団体登録→→抽選に参加できます。（下記記載の２．～５．まで利用できます） 

 
    個人登録→→抽選には参加できません。（下記記載の５．の利用しかできません） 

 
  ◆団体登録  
    条件  
     ・市内在住、在勤、在学のかたで構成する１０名以上の団体（高校生以下を除く） 

・１人１団体への加入のみ。別の団体に重複して属することはできません。 
    申請方法  

・申請書に必要事項を記入の上、責任者本人の方が市民スポーツ課か市体育館へ申請

書を持参し提出。（本人確認あり。免許証等） 
・申請時に利用ガイドブックをお渡しします。 

    審査  
・市民スポーツ課で審査します。（別の団体に属してないか？市内在勤、在住、在学か？） 

    登録完了  
・１～２週間程度で審査し、登録完了します。運動場団体登録証等を責任者の方へ発

送します。 
 
 
 



  ◆個人登録  
    条件  

・市内在住、在勤、在学のかた。（高校生以下を除く） 
    申請方法  

・申請書に必要事項を記入の上、市民スポーツ課か市体育館へ申請書を持参し

提出。（本人確認あり。免許証等） 
    審査  

・市民スポーツ課、又は市体育館で審査します。（市内在勤、在住、在学か？） 
    登録完了  

・その場で審査し、登録完了します。運動場個人登録証、利用ガイドブックを

お渡しします。 
    その他  

・すでにテニスコート予約システムに登録されている方は同じ登録番号、暗証

番号で利用できます。ただし、市民スポーツ課か市体育館へ申請してくださ

い。 

２．抽選申込（団体登録した団体のみ）  
◆利用希望日前月１日～８日  

・インターネットが利用できるパソコン、携帯電話（Ｗｅｂ画面）、又は市民用公共端

末機で申込みしてください。 
・利用時間帯は３時間１単位です 
・抽選申込は１団体につき２単位までの申込みとなります。 
・申込み箇所が複数の団体と重なった場合に抽選となります。 

３．抽選  
◆利用希望日前月９日  

     コンピューターにより抽選が行われます。 

４．抽選結果の確認と利用申請  
◆利用希望日前月１０日～１４日  

・インターネットが利用できるパソコン、携帯電話（Ｗｅｂ画面）、又は市民用公

共端末機で抽選結果の確認と利用申請を行ってください。 
＊注意  
当選していても利用申請を行わないと無効になります。（運動場を利用す

ることができません。）  

５．空き情報の案内と利用申請（団体登録、個人登録した方のみ） 
◆利用希望日前月１５日～利用当日  

・抽選後の利用申請期間（１０日～１４日）が確定してから、空いている運動場に

ついて１５日から翌月分の利用申請を受け付けます。 
＊申請は先着順です。（取得単位制限解除）  



６．利用当日  
◆利用申請した時間内でグラウンド整備まで必ず行ってください  
  ・利用証明証（運動場予約確認表）を希望される方は事前に市民スポーツ課、市体

育館で発行します。携帯電話（Ｗｅｂ画面）でも利用証明として確認することが

できます。 

７．キャンセル  
◆都合が悪く運動場を利用しない場合は必ずキャンセルを行ってください  
  （雨天など天候が悪い場合もキャンセルを行ってください）  

・インターネットが利用できるパソコン、携帯電話（Ｗｅｂ画面）、又は市民用公

共端末機でキャンセルしてください。 
＊注意 
無断キャンセルや利用マナーが悪い団体はペナルティーとして翌月の当

選確率が悪くなります。 

★その他  
   ◆夜間照明利用の場合  

・インターネットが利用できるパソコン、携帯電話（Ｗｅｂ画面）、又は市民用公共

端末機で申込みをしてください。 
☆境、明神橋、南、日名、六名は利用日１週間前まで  
☆額田、花園は利用当日５分前まで  

     ・境、明神橋、南、日名、六名は利用日１週間前までに市体育館で照明利用料金の

支払の手続きを行ってください。 
・額田運動場は利用当日までにシステムで予約してから、額田支所で照明用コインを当

日までに購入し利用してください。  
・花園運動場は利用当日までにシステムで予約してから、花園体育センターで照明用コ

インを当日までに購入し利用してください。  

◆有料団体の場合（スポーツ教室等）  
・東部運動場、花園体育センター、額田運動場以外の運動場は利用料金が発生しま

す。必ず市体育館に利用料金を支払って利用してください。  
 
 

◎申請一覧  

 申請書 申請場所 申請者 審査～登録完了 
団体登録 責任者（本人確認あり） １～２週間程度 
個人登録 

市民スポーツ課  
または市体育館 

市民スポーツ課 
または市体育館 本人（本人確認あり） １０分程度 

※申請書は岡崎市ホームページの市民スポーツ課からでもダウンロードできます。  
 
 



◎申請場所情報  

場   所 時 間 電 話 番 号 休業日等  
市民生活部 
市民スポーツ課 

８：３０～ 
１７：１５ 

２３－６３６１ 土日祝及び１２／２９～１／３の年末年始  

岡崎市体育館 
８：３０～ 
２１：００  

５３－１８１１ 
火曜（祝日の場合は、翌日以後最初の平日） 
及び１２／２９～１／３の年末年始  

 

◎市民用公共端末機設⨜場所  

場   所 電話番号 場所 電話番号 

岡崎市体育館 ５３－１８１１ 
岡崎中央総合公園 
庭球場クラブハウス 

２４－８５４０ 

勤労文化センター ５３－４１６３ 市民会館 ２１－９１２１ 
図書館交流プラザ ２３－３１００ せきれいホール ２５－０５１１ 
竜美丘会館 ２４－３９５１   

 

◎夜間照明利用の手続き  

運動場  予約  料金支払い場所  料金支払い期限  キャンセル  
境公園  
南公園  
明神橋公園  
日名公園  
六名公園  

利用日１週

間前までに

システムか

ら予約  
 

岡崎市体育館  
利用日１週間前

まで  
・料金支払い後は市体育館か市民ス

ポーツ課へ連絡  

額田（コイン）  額田支所  

花園（コイン）  
利用当日５

分前まで  花園体育センター  
当日までにコイ

ンを購入  
利用当日５分前まで  
（利用者がシステムから）  

※注意事項（境公園、南公園、明神橋公園、日名公園、六名公園、額田運動場のみ）  
 ・料金支払い後、自己都合でのキャンセルは料金を還付しません。  
 ・雨など天候が悪く利用できない場合は料金を還付します。  
 ・額田運動場は使用できなかったコインを次回利用することができます。  
※注意事項（花園のみ）  
 ・料金支払場所でコインを購入後は料金の還付はできません。使用できなかったコインは次回

利用することができます。  


